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INFORMATION

志木発の高速バス「VIPライナー」も運行中！

貸切バス・ハイヤー・高速バスは

お任せ下さい！

〒353-0004　埼玉県志木市本町 5-22-26 HEGビル
やハイヤーもご用意します。

志
木
駅

志木駅東口

048-487-7019

MIYOSHI 16MIYOSHI17

三芳町役場 ☎ 049(258)0019（代表）
〒354-8555 三芳町大字藤久保 1100 ｰ 1

お知らせ
「募集」「イベント」「お知らせ」など
暮らしに役立つ情報をお届けします。

今後の状況により右記ページに掲載のイベント等が中
止や延期になる場合があります。詳細は町ホームペー
ジを確認、または担当課へお問い合わせください。

※町主催以外のイベントについては、直接主催者へお問い合わせください。

▼ 中止や延期となった事業一覧表
名称 担当課 状況

　高齢大学
　藤久保公民館☎ 258-0690
　竹間沢公民館☎ 259-8311
　中央公民館☎ 258-0050

中止　子ども大学みよし 　中央公民館☎ 258-0050

　ちくまざわ
　マンスリースクゥエアー
　（今年度全て）

　竹間沢公民館☎ 259-8311

　新春ロードレース大会 　MIYOSHI オリンピアード推進課内 434

町内公共施設のイベント等の開催状況について
問 健康増進課健康支援担当　内線 270 ～ 273

2 月 1 日㈪の納期限は次のとおりで
す。納期限内に納付してください。
■町県民税（第 4 期）
■国民健康保険税（第 7 期）
■介護保険料（第 7 期）
■後期高齢者医療保険料（第 7 期）

納期限にご注意

老齢年金は、所得税法上の雑所得として
課税の対象となっています。そのため、
老齢年金を受けている人には、１年間の
年金の支払総額などを記載した「源泉徴
収票」が１月下旬に送付されますので、
確定申告の際に提出ください。
なお、障害年金・遺族年金は、課税対
象外なので源泉徴収票は送付されませ
ん。また、紛失したときなどは再発行で
きます。詳細は所沢年金事務所（☎ 04-
2998-0170）にご連絡ください。
問 住民課保険年金担当内 156

源泉徴収票の送付
4 月から小・中学校に入学する児童・生
徒の保護者を対象に、下記の日程で説明
会を開催します。1 月中旬に入学通知書
を発送しますが、届かない人は学校教育
課学務担当までご連絡ください。なお、
中学校の入学通知書は小学校 (6 年生児
童 ) を通じ配布します。

※大井小・西原小・大井中・大井西中はふ
　じみ野市への委託地区の人の日程です。
問 学校教育課学務担当内 524 ～ 525

令和 3年度
小・中学校入学説明会

学校名 日時
三芳小 2/2 ㈫ 13:30

藤久保小 2/5 ㈮ 13:45
上富小 2/2 ㈫ 13:45
唐沢小 2/5 ㈮ 14:00

竹間沢小 2/5 ㈮ 13:40
三芳中 2/5 ㈮ 14:00

三芳東中 1/28 ㈭ 14:00
藤久保中 2/12 ㈮ 14:15
大井小 2/2 ㈫ 13:30
西原小 2/3 ㈬ 13:45
大井中 2/5 ㈮ 14:20

大井西中 2/12 ㈮ 13:40

確定申告の控除に
社会保険料控除資料郵送

2020 年に普通徴収（納付書払い・口座
払い）で納付した「国民健康保険税・介
護保険料・後期高齢者医療保険料」の金
額を１月下旬にハガキで郵送します。所
得税・住民税の社会保険料控除対象の確
定申告などの参考資料として活用くださ
い。なお、特別徴収（年金天引き）につ
いては含まれません。年金機構から送付
される源泉徴収票でご確認ください。
問 住民課保険年金担当 内 153 ～ 157
　 健康増進課介護保険担当 内 184 ～187

マスク着用 手指の消毒

●図書館だより（P14）●お知らせ（P17 ～ 20）
●無料相談（P21）●子ども通信（P24・25）

一部のイベント等は、感染症対策を実施しながら開催
しています。参加するときは、マスクの着用・手指の
消毒などにご協力をお願いいたします。

イベント等参加時の感染症対策

イベント参加前に町ホームページで最新情報をチェック
町のホームページでは新型コロナウイルス
感染症に関する最新情報を発信しています。

▶ 今後の開催状況

▶ イベント等の感染症対策

整骨院・接骨院での施術には保険証が使
えないものもありますのでご注意ください。
 ▼保険証が使える場合
・ねんざや打撲
・ 骨折や脱臼（応急処置または医師の同

意がある場合）
 ▼保険証が使えない場合
・ 肩こりや筋肉痛など（日常生活・病気

によるもの含む）
・スポーツにともなうケア
・脳疾患後遺症、リウマチなどの慢性病
・改善がみられない長期の施術
・病院で治療中のもの
・仕事や通勤中におきた負傷
問  住民課保険年金担当内 154

保険適用外の
施術に注意

ノロウイルスによる食中毒は、1 年を通
して発生していますが、特に冬場（11
月～ 3 月）に増える傾向があります。
ノロウイルスは口から体内に入ることで
感染し、1 ～ 2 日の潜伏期間の後、下痢・
嘔吐・腹痛等の症状が現れます。予防す
るために次の点に注意しましょう。
 ※注意点
①   手洗いをこまめに行う
　 調理・食事前、トイレ後は手洗い。2

度洗いが効果的です。
② 食器・調理器具などは十分に洗浄・消

毒。塩素系洗剤が有効です。
③ 食品は中心部まで十分に加熱。85 ～

90℃で 90 秒以上。
④ 汚染された場所はマスクや手袋をして

消毒。便や嘔吐物からの感染を防ぎま
しょう。

問  朝霞保健所　生活衛生・薬事担当
　☎ 048-461-0468

ノロウイルスに
気をつけましょう


